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ヴェトナム李朝の地方行政単位と地方統治者
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ShiroMoMOKI*

m sessaydiscussesthelocaladmhistrativesys-

temhnkingthecentralgoverrmenttoviJhgesociety.

TYle6rstsectionpresentsthebasiclm terialsand

pointsoutissuesin earlierstudiesconcernmgthis

subject Thesecondsecdonexaminesthenamng
anddistributionofeachkindofmit.Generanyspeak-
ing,therewereonlytwohnks:theuppermitslike

♪h丘,chauetc.andbasicmi tshke血′o'ng,如砂etc.
Basicmitswerecorrmuneswhichhadnotbeen

reorganizedbythecentralgoverTment.Uppermits

werenothingmorethzLnhonorarytitlesconferredon

importantandstrongbasicmits.Insuchasimple

system,comp丘catedChineseideasaboutlocaladmin-

istrativeorganizationgaverisetoirreguhrnaming
andca山ngofthemits,someofwhich,forexample,

略 wereinvalid.Thethirdsectionanalyzesthe
血皿CtionsofgovernorsofchL2uand bhii.merewas

nodistantdiuerencebetweenchau桝yCOr肋滋Jinh,

序

ヴェ トナム王朝国家が,その一貫 した中国

的外観にもかかわらず,10世紀に誕生 した当

初には,権力類型から見れば東南アジア的,

発展段階論的には ｢アジア的生産様式｣の範

噂で とらえられること,従 ってその ｢中国

化 ｣ ｢封建化｣の過程 はその後,特 に陳朝

(1225-1400),李朝前期 (1428-1527) に進
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localchieftainsrecogmizedbythecentralgovernment,

andtrichau,agovemortelqX)rarityappointed,either

inethnidtyorinnon-bureaucratic血ndions.How-

ever,somestrategicpositionsoutsidetheRedRiver

delta,esfNtCianyThanl1Hda,weregovernedby

subordinateo&cialswhohadgivenroyalservicein

theArsth旺ofthe12thcentury.
Inshort,theloc°administmtivesystemunderthe

Lタdynastywassimihrtothtofmudqgstatesin

1もaisociety,witha"feudal"rehtionshipbetweenthe

upperandlowermi tsand,rruybe,"bureaucratic"
a血 istrationinsidethebasiccommtlneS.Inthehst

stageofLiperiodinVietnam,however,thegemsoE

thebtJreauCraticloαJadministradoncompletedinthe

15th centurycanbefound,both intheRedmver

delta,wherehigheraLndwider･mitswerefomed,and
lI

in TTLanllH6a,where"patrimonialbureaucracy was
realized.

展 ･完成 したものであったことが,近年様々

な角度から指摘されている｡1)

1)例えば西側では,中国的 ･儒教的な家族制度 ･

系譜観念やそれに基づく中国式帝位継承制度

は 未 確 立 で [whitmore 1976;Wolters

1976],統治者個人の有能さの誇示に基づく統

治が行われていたこと [wolters 1976],ま

た中国的律令制の土台となる治水 ･水利事業

や国家的土地所有なども実現されていなかっ

たこと [桜井 1980(A);1980(B)】などが主張

された.またヴェ トナムの史学界では,Le

KimNganl1981]などに代表されるアジア的

生産様式論が1980年頃から優勢となり,10-
11世紀は共同体的土地所有を基礎とするアジ

ア的生産様式の段階,11世紀後半-14世紀が

私的所有が成長 し中央集権封建国家 (地主国 /
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その中で筆者も,各王朝権力の政治構造 ･

基盤の分析を通じて上記の変化 ･発展の過程

を検証する作業を行なってきた｡特に最近は,

最初の長期王朝たる李朝 (1009-1225)に注目

しており,2)前論 [桃木 1987]では中央政

権の軍事行動と地方支配との関連を考察した｡

そこでは各地方の早手勢力の打倒 ･解体や,

中央政権によるその再編,軍事力の独占など

に李朝が成功していたとは考えられず,李朝

政権は軍事面では,中国的な官僚制国家には

程遠い,｢マ ンダラ権力｣ [wolters 1982:

16-21]の特徴を随処に残 したものと見られ

た｡

とすれば次は,李朝がどんな政治制度や経

済基盤,イデオロギーなどによってその長期

安定化を実現 し得たのかを検討せねばなるま

い｡本箱ではその第一歩として,中央政権と

末端の村落社会との中間に位置し,両者を媒

介していたのは,国家の設定する公的官僚機

構だったのかそれとも貴族制その他の私的機

能執行システムだったのか,という開港を検

討してみたい｡と言っても,地方行政に関す

る制度史的記録はひどく乏しいが,年代記そ

の他には,地方行政単位呼称や地方統治者の

称号がたびたび現れる｡従って本稿では,そ

れらの呼称や称号の性格 ･機能が,官僚機構

や統治体制の上でどのように設定 ･認識され

ていたかが主な検討課題となる｡

Ⅰ 史料と学祝

事代の地方行政制度として唯一あまねく知

られているのは,r大鹿史記全書J本紀 (以

下 r全書J と略す)2 太祖順天元年 (1010)

＼ 家)が発展した封建化の段階,とする見方が
一般化している｡

2)前積同様,本箱の着想も東洋史研究会大会で
の口頭発表 ｢ヴェトナム李朝の地方支配と権
力基盤｣ (1985年11月3日,於京大会館)に端
を発している｡
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冬12月条に ｢改十道為二十四路｡愛州 ･頗州

為秦｣と見える24路制である｡しかし実際に

どんな路が置かれたのか,路や府州県など各

種単位の機能 ･相互関係がどう規定されたの

かなどを系統的に示す制度史的史料は見当た

らない｡

そこでこれまで,各年代記に散見する地名

や,朱の周去非の r嶺外代答J 2 外国門上

安南国に現れる地名などが,李代地方行政体

系を再構成する主な手掛 りとして利用されて

きた｡しかし関連記事が断片的なものばかり

で,位置比定や名称の改廃,文字の異同等の

考証が容易でないなど,史料の質量に不満が

ある上,各研究者の観点 ･方法にも食い違い

が多 く,様々な閉息点 ･対立点が残されてい

る｡3)そこでまず,検討の基礎 となる主な史

料 ･学説の整理をしておく必要があるo

史料面ではやはり,r全書J r地史略J r嶺

外代答Jなどに現れる地名が基礎史料 とな

る｡4)前二者に現れる地方行政単位呼称を網

羅 したのが表 1,5)r嶺外代答Jの記録する

3)筆者は以前にも,陳代の路制を論じる前連と
して,車代の路制に関する諸家の説にふれた
が [枕木 1983:51-53],そこでは後述する

ようなMasperoの制度論的･済拝的研究と桜
井の実態論的･帰納的研究との方法論上のず
れなどが正しく認託 ･並理できなかった｡本
箱であらためて論点整理を試みるゆえんであ
る｡

4)r全書Jには李紀までの部分の基礎となった
r大越史記｣(1272年成立)の編者葬文体によっ
て陳代の地名が,また r全書J (1479年成立)
自体の瀬音呉士連によって葬代の地名表記が
持ち込まれている可能性がある｡r地史略J

(陳未以前に成立)でも,季末動乱の記事中で
陳李,陳幕を元札 太祖と呼ぶ例などから見
て,地名にも陳代の呼称が用いられている疑
いがあることに注意しなければならない｡し

かし,19世紀の r欽定趨史通鑑綱目J正編 (以
下 r綱目.J)r大南一統志Jなどの李陳代に関
する混乱をきわめた記述 【枕木 1983:56注
⑩]と比べれば,あくまで r全書J r地史略J
などを基礎史料とせねばならない｡
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図 1 李朝期ヴェトナムの主な地方行政単位
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府州秦名が表 2である｡また,r全書J r越史

略Jおよび中国側主要編纂史料に現れる地方

統治者名 も,各行政単位の性格 ･機能を考え

る材料 となるので,表 3として掲げる｡

その他に注 目すべ き史料は,陳代に成立 し

た高僧伝 r禅苑集英Jである.6)同書中の寺

名に冠せ られた地名,僧の出身地名などの多

くは李代の ものだが,7)従来歴史地理研究に

はほとんど利用 されていない｡8) 上記各史料

の不足 を補 う示唆的な地名表記が多いと思わ

れるので,紹介の意味を兼ねて,行政単位呼

称 を伴わない地名 も含め,表 4として掲げて

お く｡

各年代記や r嶺外代答J を用いた従来の研

究に目を移す と,その代表的なものとして,

Maspero l1916:30-41], Dao Duy AJ血

[1964:90-93],桜井 [1980(B)]などが挙 げ

5)[桜井 1980(B):275-276]に既に二幸の行政

単位呼称一覧表が載るが,脱落,誤りが見ら
れるので,あえてここにより詳しい表を満載

する｡

6)解 題 は T血 Vh Giap l1932],Gaspardone
[1934:140-141]など参照｡本稿で用いたテ

キストは旧極東学院本A2670(現ハノイ漠文

字噴研究院蔵本VHv1267)である｡

7)同書の各個の伝は,｢超類郷定禅寺善会禅師典

冷人也｣などという形で,僧の住持した寺の

所在地ないし僧の括動地と,僧の出身地とを

記す｡多くの李代の僧の伝はもちろん,それ000
以前の僧の伝でも,｢昇竜京開国寺霊峰禅師｣

｢夫壷晶華林郷建陽寺清弁禅師｣など,寺院所

在地には明らかに李代の地名表記を用いた例
が見られる｡

8)筆考が知り得た唯一の例は,現HaB畠C省の行り
政地理に関するKh6ng王)tlcThiem l1985]の
研究である｡氏は最上級単位として北江路,

県級の中間単位として天徳府,平虜,鼻曙,

細江,嘉林の各郡,倦遊,安定の各県,武寧

州,諒州など,基礎単位として郷 ･庄 ･冊 ･

坊 ･甲･洞などを想定し,中間単位の各種呼

称の混在は北属期の様々な呼称の遺物と考え

た｡単位呼称の比定には誤りが多いが,後述

する桜井の個別的命名説などと共通点を持つ,

興味深い論である｡
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られる｡

Masperoは最 も体系的な理解 を示す.氏に

よればまず,李初に置かれた各府9)はいずれ

も唐制に倣 って重要な州に与えられた名誉称

号だったが,後には宋制 と同 じ最重要地域の

行政単位呼称 としての府 も現れた｡州につい

ては,唐制の州の諸類型 (道 と県の間の行政

単位,頑磨州,県の名誉称号)に対 して李代

ヴェ トナムに存在 したのは,覇磨州系の二類

型 (｢州牧｣ ｢首領｣など異民族首長の統治す

る州,区画の細分化や強力な首長の不在のた

めアンナン人 ｢知州｣が統治する州- 後者

は後に鏡 とされる10)) と県の名誉称号のみだ

9)順天元年 (1010)に置かれた天徳府 (李公吏

の出身地古法.旧BicNinh省 D6ngN静n県)
長安府 (丁朝 ･前李朝の首都筆問.旧Ninh

Binh省GiaViきn県)と,同5年に南京とされ

た応天府の3府｡このうち応天府の位置につ

いては,ハノイ説と奉朝応天府 (旧HえD6ng

省南部)説が対立しており,Masperol1916:
30-31],DaoDuyAJdll1964:91]などは前

者 を,Tfh Qu6cVu'ゲng [1960:73注(4)],
CaoHuyGiu [1972:337注40],桜井 [1980
(B):278-279]などは後者を主張している｡院

薦の r抑斎集J輿地志に ｢天徳衛霊惟北京｣

とあり,天徳府-北京と言えそうだが,だか

らMaspero説のようにハノイ-南京と断ずる
根拠があるわけではない｡また r禅苑集英J

に ｢応天府寧山隆恩寺悟印禅師｣の名が見え,
この寧山が r大南一統志J河内省 山川に見え

る応和府 (泰朝応天府の後身)彰徳県の寧山

であるとすれば後者の説に有利な材料だが,

後者の応天の名は天成5年 (1032)に ｢杜洞江

倍郷｣の田を応天田と改称した (r全書J 2)

ことにはじまるとも考えられ,順天5年以前

の応天府と単純に同一視はできない｡

なお本稿でも,現代の地名を示す場合は通

例に従って,主に仏領期の区画を用いる (｢旧

B孟cNinh省｣などと表記する)Oまた以下に

地名,統治者名の出典を示す場合,表 1･3
に載せたものは,それらと同じく史料略号と

西暦年 (年号を単純に西暦年に直したもの)
のみを記す｡

10)表 1に見る通り史料にはいくつかの鋲名が現

れるが,潮陽鋲を永安州と改めた (AB1023,.7



桃木 :ヴェ トナム李朝の地方行政単位 と地方統治者

表 l r全書J r越史略Jに見える地方行政単位呼称

昇竜京 (AIOIO,1014,1024,1028)南京

(AB1014)

城

華開城 (ABIOIO)大羅妹 (ABIOIO,A1028,

AB1078,B1165)昇竜城 (AIOIO)長安城

(A1028)

路

鳥路 (A1030,A1037)- 烏路 (B1030,

B1037)又安路 (Al154*)娯路 (B1200)

快路 (B1215)上源路 (B1220)

府

京府 (AIOIO)天徳府 (ABIOIO,B太祖紀

末,B太宗紀末,B聖宗紀末,B仁宗紀末,

Al128,B神宗紀末,B英宗紀末,B高宗紀

末)長安府 (ABIOIO,AIO13,AB1028,AB

太宗紀冒頭,AB1044,Al141,*Al154*)

応天府 (AB1014)都護府 (AIO37,A1067,

AB1072,B1097,BllO7,Al126,Al130,

Bl198,B1211,B1219)又安府 (BllOl)
清化府 (ABllll,Al127,Al128,Al129,

Al130,Al132,Al135,Al136,Al137,

Al152,Bl192,B1198,ABl199,AB1203,

B1210)富良府 (Al125,Al127,Al141

- Bl139,Al142,Al147,Al149)星畳

府 (B1225)安華府 (B恵宗紀末)?

州

古法州 (Al009,A太祖紀冒頭,AIOIO,A

1034,Al161)- 古州 (B1034,Bl161)?

購州 (AIOIO,A1014,AB1025,AB1029,

AB1031,A1034,AB1036,BllOl))- 又

安州 (A1036,A1037,A1041,A1044,B

1069,Al125,AB1128,Al131,AB1132,

Al134,Bl136,Al137,Bl148,A1152,

AB1177,AB1203,B1208,A1216,B1218,

B1225)愛州 (AIOIO,ABIOll,A1028,*

AB1029,ABIO35,AB1043, BIO50, B

1061)演州 (ABIO12,AB1026,AllO3,B

1192,Al198)洞竜州 (A1012,AB1013,

A1015,B1060,AB1082,Bl180)平林州

(A1014)耗州 (BIO14)? 都金州 (AIO15,

AB1024,AB1036,A1037)常新州 (A1015,
AB1036,AB1037)平 原 州 (A1015,AB

1036,A1037)儒猶州 (A1022,*AIO39,

AB1041)永安州 (AB1023,A1033)峯州

(A1024,AB1036,B1073,B1217)- 峯

輪州 (B1024)七源州 (AB1027,A1149),

州

文州 (AB1027,AB1042,AB1043,Al149)
諒州 (AB1029,A1032,B1059,AB1060,

B1072,AB1079,ABIO91,Al128,Al141

-B1139, Al146, A1147, Al148, B

1167,Bl198,B1208,B1209,B1211,B

1212,AB1214)走源州 (AB1033)真登州

(AIO33, BIO47,AB1068, All13, A

1132,Al140,Bl194)六州 (AIO33)?鳥

源州 (AB1033)上威州 (A1036)広源州 (A

1038,AB1039,ABIO41,AB1076,AB1078,

A1079,AB1081,Al124,Al125,Al127,

Al128, Al142, Al145 - Bl143, A

1156)万渡州 (A1039,Al141)武勤州 (A

1039)弄石州 (A1039)走辺州 (A1039)雷

火州 (B1041)? 平婆州 (B1041)? 思浪州

(AIO41,Al145-Bl143)- 思浪州 (B

1041)武寧州 (AB1043,B1059)登州 (A

1044)西源州 (BIO60)羅順州 (AB1061)

忙貫州 (B1065)凡郎州 (B1068)居連州

(AIO69)地哩州 (AIO69,A1075,AllO4)

- 臨平州 (A1075)麻令川 (A1069, A

1075)- 明霊州 (A1075)布政州 (A1069,

A1075)蘇茂州 (AB1078)石犀州 (ABIO89)

東梁州 (BllO5)司農州 (ABll17)農州 (A

1127)西農州 (Al129,A1140,Al141) -

西低州 (Bl139)大原州 (Al140)陸令州

(Al140,Al141)- 隆令州 (Bl139)上原

州 (Al140,Al141)- 上源州 (Bl139,

Bl177)下農州 (Al140)嘗良州 (Bl142)

通農州 (A1145)蒲州 (A1145)大黄州 (A

1198,A1214)国威州 (AB1207,A1208,

B1213)藤州 (AB1208,A1209)快州 (A

1209)洪 州 (A1209, A1212)井 州 (B

1213)大通州 (B1214)究連州 (A1216,B

1218)?

県

石河県 (AIOIO)太平県 (AIO15)連県 (A

1039) - 下 連 県 (B1062) 滋廉 県 (A

1063)*都脱県 (B1068)石室県 (All16)*

博茄県 (Al141)嘉遠県 (Al141)*兵合県

(A1214)安沿県 (A1216)

道

臨西道 (AIO36,A1037)安州道 (B1057)

大通道 (B1207)南冊道 (B1207)可了道

(B1207)扶帯道 (B1207)北江道 (B1212,
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道 81213,B1214)扶楽道 (B1213,B1214) 郷 (A1131)冷澄郷 (A1136)柿郷 (B1184)

平楽道 (B1214) 高舎郷 (A1198)清威郷 (A1207)古蔑郷(B1208)安朗郷 (B1210)即墨郷 (B1210)種郷 (B1211)丙屯郷 (B1214)多感郷 (B1214)快郷 (B1215)扶董郷 (A1220, A1225*)

那 嘉林郡 (AB1062)

蘇 潮陸兵 (AB1023)永康鏡 (A1044)望国鋲(AB1047)大通鋲 (A1148)帰仁鋲 (A1148)雲屯鋲 (A1184)

甲 但乃甲 (AB1029)竜池甲 (B1050)甘煮甲(A1117)直邪 甲 (A1117)? 漆作 甲 (A1120)古宏甲 (B1188,AB1192)

秦 愛州秦 (A1010)? 績州秦 (A1010)? 五花秦 (A1014)定薄秦 (A1025)- 番秦 (B1025)婆和秦 (A1044)和秦 (A1128)日麓秦 (A1132)宣明秦 (A1141)安輿秦 (A 場 快場 (A1119)枕榔 場 (A1128)平隆場 (B
1147)帰化秦 (B1158,B1190,B1220) 1161)

社 駅望社 (A1063*)評舎社 (A1141*)麻浪阿

潤 武建洞 (A1039,B1062)雷火洞 (AB1041)

平安洞 (A1041)? 婆四洞 (A1041)? 勿悪潤 (AB1048)決早洞 (B1050)大発洞 (B1050)文湘洞 (B1050)勿陵洞 (AB1050)沙蕩洞 (BlO61)麻沙洞 (B1064,B1083,AB1119)金鶏洞 (A1141)蝋洞 (B1205) 泉社 (B1209)

村 古碑村 (A1028*)評舎村 (A1028*)杜家相(B1185)劉家村 (AB1209)象牧村 (B1214)

江 杜洞江 (AB1032)五県江 (B1050,B1061)

猪洞 (AB1209)朱麻洞 (B1214)安丁洞 (B 南平江 (B1059)挑江 (A1096)梁江 (B

1219) 1096)大貴江 (A1154,Al203,A1204)管耳江 (B1164)梅幕江 (B1208)帰化江 (A1209, A1220)三帯江 (B1213,B1220)宣光江 (B1220)

柵垂 思兼冊 (A1184)- 司棄柵 (B1184)郷柵(B1184)鳥米柵 (B1184)蕩柿柵 (B1184)万米柵 (B1184)炎冊 (A1185) - 霊柵(B1185)枯冊 (B1211)安楽柵 (B1217)

麻論柵 (B1218)棄柵 (B1223) 1207)海邑 (AB1209,B1210,B1211)a邑 (B1211)丙邑 (B1211)池邑 (B1212)神渓邑 (B1213)小龍邑 (B1213)兼任 邑(B1215)慈廉邑 (B1216)兵合邑 (B1216)平楠邑 (B1219)

( )内は出典略号｡数字は西暦年｡

A-r全書J,B-r鹿史略J

*-割証,編者の接文などに現れる地名.

なお,上表以外に行政単位呼称を伴わない地名,自然地名 (山,海口など),交通地名 (釈,歩,津な

ど),京城内地名 (坊,巷など),外国の地名等も多数現れるがここでは省略した｡

表 2 r嶺外代答J 2 外国門上 安南国に見える府州秦名

府 都護府,大通府,清化府,富良粁

州 永安州,永泰州,万春州,皇道州,太平州,清化州,又安州,遮風州,茶並州,安皇州,蘇州,
茂州,諒州
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表 3 李代の地方統治者とその称号

太

祖

1010 長州刺史梁任文 (D)

1012 演州刺史李仁美 ･刺史陶慶文 (D)

1013 開国王善一居長安府 (A)(AB1028)

1013 洞竜州首領何炭俊 (A)

1014 平林州牧草恩栄 (A)

1014 知唐州刺史唐碩 (CDE)

1022 長州刺 史李寛 泰 ･都 護副使 院守亜

(cD)

1025 管甲李台借-婆和寒主 (A)

1027 僻州刺史李公顕 (CEF)

太

宗

1029 0諒州牧申紹泰 (AB)(AB1060)

1031 知峯州刺史賓催栓 ･知愛州刺史師日新

(cF)

1033 永安州牧師用和 (A)

1035 庸州刺史何遠 (E)

1036 0峯州牧拳宗順 (AB)

1036 0上威州牧何善覧 (A)

1039 価衝州 (Bでは広源州)首領債存福

(AB),万涯州首領債存禄 ･武勤州首

領当道 (B)

1040 知峯州刺史帥用和 (C)

1041 威明侯 日光-知久安州 (A)

1041 億智高一復授広源州,以雷火平安婆四

洞 (Bでは平婆州)及思浪州附益之

(AB)

1067 知広源州劉紀 (D)

聖宗代 李常傑-拝太保授節銭,経訪清化 又

安吏民 (AllO5粂)

仁

慕

1072 0諒州牧場景通 (B)

1073 大師李造成-知久安州 (A)

1082 0洞竜州牧何弁慶 (AB)

1082 知上源州楊寿安 (F1084粂)

1086 知広源州場景通 (F)

1113 0真登州牧葬氏 (A)

1117 司農州首領何永禄 (A)

1119 麻沙洞長秋津 (A)

1120 漆作甲主都郡安 (A)?

1124 広源首領楊嗣輿 (A)

1124 広源州小首領莫賢 (A)

1125 守宮良府中書李献 (A)

1127 御庫書家花信-判清化府事 (A) (-

A1129)

1127 農州首領楊慧 (A)

1127 0富良府首領楊嗣明 (A) (Al142)

(Bl142では富良州首領)

棉

宗

1128 殿前指揮使李山一知諒州軍事 (A)

1129 西農州大首領何文広 (A)

1129 内常侍杜元善一 参知政事守清化府

(A)

1130 御庫書家梁改-守清化府 (A)

1131 (謙譲大夫)牟愈都-知又安州 (A)

1132 大尉楊英研一領清化府 (A)

1132 真登州牧拳法囲 (A)

1135 御庫書家楊掌-守清化府 (A)(1137A)

英

慕

1140 真登州牧拳法園 (A)

1141 宣明秦主都陳塘 ･万涯州首領楊 目 ･金

渓洞首領周愛 (A)

1142 富良府首領楊嗣明-如広源州招集州人

(A)

1143 楊 嗣明-勾 管陸路諸沿辺渓 洞公事

(A)

1144 牟南都-太師迄領陸路沿辺渓洞事

1145 蒲州首領王人

1146 諒州安息侯 (A)

1147 (大尉)杜英武一如富良府,考校官僚

及走戸籍数日 (A)

1149 守宮良府中書火院権 ･七源州朝奉郎農

彦剛 (A)

1154 大黄江山家首領農可来 (A)

1156 太平州刺史卒園以 (DG)

1167 0諒州牧懐忠侯 (B)

高

宗

1177 上源州首領楊倍 (B)

1180 0洞竜州首領何公輔 (B)

1194 真登州首領何葬 (B)

1203 知父安州殿前指揮使杜清 ･州牧苑延

(AB)

247



東南アジア研究 26巻 3号

○印は公主降嫁の相手｡-印はその時に任命された職名｡

( )内はその人物が同じ称号で別の年に現れることを示す｡

数字は西暦年｡

ローマ字は出典略号｡

A-r全書J

B-r鹿史略J

C-r宋史｣488交祉伝

D-r宋会要輯稿J蛮夷4 交祉

E-同上書,蛮夷 7 歴代朝貢

F-r続資治通鑑長編J

G-r建炎以来繋年要録J

なお,Bの李末動乱記事に現れる地方支配者のうち,｢妹人某｣｢快将某｣など称号のはっきりしない

ものはすべて省略 した｡

表4 r禅苑集英J中の各種地名

△偉遊扶董郷,×超類郷,△昇竜京,×常

楽書利郷,天徳府,△偉遊,福堂郡 ? 安

朗,慈廉,究連,応天府,義浪君章 ? 港

清,傑特,典冷,武寧井岡,常楽音利権

柿,平虜市,又安府,(長安府),京師,如

月其謙称,張耕中瑞,超類,△天徳府駅席

柿,安羅屋郷,金牌侍中郷,天徳府未明

柿,△竜編古州郷,×最障,峯常長愛 ?

×天徳府華林郷,×天徳府扶寧郷,×清隆

郡徐郷,古蔑陶家郷,太平府,×古法州,

天徳府安貞郷,新案大礼郷,上儀西結郷,

長安,平楽義住郷,永康慈廉郷,満斗郡塔

鉢,清化府,扶蘭,竜福超類郷,細江古香

柿,竜甫(那)古交郷,南定(那)古賢郷,竜

福大通場,安朗郷,張耕駅王郷,竜彰保財

柿,永興安朗郷,安羅清威郷

×倦遊(那),×典冷,×永康郡慈廉,×書

刺 (柿), 未 明,福 堂竜 洋,未 明扶 辞,

僧

の

出

身

也

負

京師,丹鳳,安格郷瀧度,金牌郷思理,如

月真護,中瑞郷,海清厳,永康扶演,扶琴

郷,天徳府 未 明,東作坊,倦遊,武平

葛陵,永康烏鳶,仙遊長原,吐海頼江卯

郷 ? 扶琴,扶寧郷,屋郷,昇竜京畳市坊,

×朱鳶, ×古交, ×古法 (郷), ×安真,

×古法,峯州錦田,嵐陣,細江九翁,東扶

列,古州,大黄辞舎郷,西結,竜編古交,

満斗郡,月哩,峯州,俺達 (那)扶養,栄

鳶九峯,如月,竜編 (那)古交郷,古賢,

父安錦郷,×海陽省南柵,×順安嘉平方載

郷

×平虜郡,(又安州),海清,翁莫坊,(蘇

州那岸県),竜泉南陽 ?,×古法郷,×(建

直郷),長安,△愛州,沙蕩鋲,壌州,千

咽 ? (扶寧),(扶琴),(安楽)? (古法),

安朗郷,清化府, (古州郷), (峯州),蘇

州,真登州,扶琴郷,昇竜京太白坊

×は李代以外の話のみに,△は李代以外 と李代の両方に現れる地名 (三つの欄毎にその区分をしてあ

る)｡( )内は剖証に載る地名｡寺名に冠せ られた山号,山川の名,外国の地名などは省略｡
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った｡ r嶺外代答』(1178年成立)の時期であ

れば,紅河デルタの都護府の下には原則 とし

て県のみが,デルタ外 4府の下には覇磨州系

の州 のみが置 かれていた｡11) デル タの州名

は,県の名誉称号か さもな くば史料作者が誤

＼r網 目』2 太祖J暁天13年粂誌によれば広安省

先安 ･万寧両州 (旧H㌫Ninh省)の地)よう

な例はあっても,州を鋲と改称 した例はなく,

表3の通り州首領の名は李末まで現れるから,

氏の説の根拠がわからない｡

ll)氏は r嶺外代答Jの4府13州 3秦の位置比定

を行い [Maspero 1916:31-32],この 4府
に北江府を加えた5府が当時の最高行政単位

だったと見た｡各府の領域は都護府 (ハノイ)

が唐代交州-紅河デルタを,北江府が Lpg

S(ynから東北海岸までの黄氏の土侯固辞を,

富良府 (旧ThaiNguyen省 phdLlfdng県)が
RiviとreClaire流域の白タイ族,大通府 (So'n

T会y方面)がRivi主reNoireとBaVi山地の黒
タイ ･ムオン族,清化府 (Thanl1H6a)はア

ンナン北部の諸州とその西方ラオス寄 りのタ

イ諸州 を,それぞれ覆 っていた とされる

libid.:40].
しかし,後述の通 り当時の府がそうした明

確な領域支配を行なったとは考えにくいばか

りか, 5府の位置や大まかな範囲に関する氏

の比定にも疑問が多い｡まず北江府なる府が

どんな史料的根拠を持ち,天徳府とどう関係

したのかが全 く不明である (注26)参照)｡次

の嘗長府では首領楊嗣明が ｢如広源州招集州

人｣(表 3.Al142)｢勾管陸路諸沿辺渓洞公

事｣(Al143)などの任務を帯びたり,｢守宮

良府中書火院権｣(Al149)が ｢如文州南頭那

藩田,会七源州朝奉郎農顔剛議事｣ した記録

がある｡従って富良府の経営範囲には広源州

(caoB畠ng省東南部),七源州 (L叩gSdn省

西北部)など対広西ルート沿いの諸州 (注63)

参照)も含まれたに違いない｡

さらに,ヴェトナム側史料にその名の現れ

ない大通府について氏は,これを李末に現れ

る大通歩 (r越史略J3 恵宗建嘉元年 (1211),

3年, 4年)には比定せず,それとは別に大

通鎮 (Al148)･大通州 (B1214)とも呼ばれ

た山地民支配の拠点があって,それが r嶺外

代答Jでは府と呼ばれたものと考えた｡他の

4府の位置から見て,大通府はデルタ西北方

のタイ ･ムオンなどの支配を担当したに違い

って他の時代の呼称 を記 した ものである｡12)

また路については,唐の軍事 ･監察単位た

る道制 が丁朝 (968?-980),前車朝 (9801

1009)の十道制に受け継がれたが,それに代

わった李代の路 は,唐制で道の下に置かれた

小軍管区 としての府 (都督府) に相当するも

ので,数路ずつその地方の首邑 (府路) に属

した,実際の路の区分の仕方は全 く不明,な

どとす る｡ 末期 に再 び現れる道について も,

ない と氏 は考 えたわ けで あ る [Maspero
1916:34-35】｡大通鏡の記事は ｢詔禁大通 ･

帰仁二鎮蛮里山家首領官郎無故不得赴京｣と

いうもので,確かに山地に比定できそうであ

る｡もっともその位置をsdnT急y方面に比定
する明確な根拠はない｡

大通州の方の記事は ｢嗣慶次大通歩,築塁

於義住｣に続いて ｢嗣慶将播隣欲挙兵応敗｡

謀准,嗣慶斬於大通州｣とあり,大通州-大

通歩と見る方が自然である｡なお大通歩を氏

はハノイに近い紅河右岸の地とするが,上の

r越史略｣の記事から隣接の地と見られる美住

は旧B孟cNinh省内に求められる (注24)参照)0

また大通道 (B1207),竜福大通場 (表4)な

どの地名もあり,後者は同じ表4の竜福超類

郷 (旧 BicNinh省 SieuI.Oか県であろう)の

近辺 と考 え られ る.前 者 も,Tr払 Qu6c
Vu'9'ng [1960:173注1)]はMasperoの大通
府 と同じ方面に比定 しているが,炊路 (旧

HaiDu'dng省西部一往16))を包囲攻撃した際

の一軍の経由地であるから (注24)参照),や

はりBicNinh省南部とも考えられる.従って

大通歩,大通州,大通道,大通場はいずれも,

B孟cNinh省南部に比定し得ると筆者は考える｡

12)氏は快,秩,国威,古 (古法),武寧,藤の6

州 を挙げ,以下の ように述べる [Maspero
1916:38-39].藤州は前李朝太平府,r嶺外代

答Jの太平州 (旧 Hu'ngYen省)の別名-

太平州を氏は名誉称号と見る- ,快 ･洪 ･

国威 3州は李末に初めて現れる州名で r嶺外

代答Jの時期にはまだ存在 しなかった,しか

も快 ･洪 (供)の場合は r越史略Jでは単位

呼称抜きで記される (当時は路名 ?)から,

州の呼称は r全書J作者が李朝の呼称に従っ

たものであろう｡古州は李代天徳府を陳代に

降格 した呼称,武寧州は晴代か恐らくは十二

便君期の呼称である｡
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その意味 ･位置とも不明とされる｡

これに対 して Anhは,一般行政単位 と軍

事 ･監察等の特殊単位 との違いなどには注意

を払わない｡氏は最高行政単位 としての路制

を信 じる立場から,Masperoの 5府-最高行

政単位説を否定 し,狭いヴェ トナムでは路の

多 くは一府ないし-州を管するのみで,従っ

て史料に現れる府州などの名は同時に路名で

もあり得たと考えた｡氏は順天元年の24路 と

いう数は史料作者が李末の路数を潮らせて書

いたものと見,李朝成立後に版図に加わった

地域 も含めて24の府州道名を路名として数え

上げた｡13)またこれらの府 (知府 ･判府が統

袷)州 (知州が統治)より下級の,平野部の

県に相当する単位 として,首領の統治する山

地の満席州があった,その他平野部には郷 ･

甲 (県に近い),山地には秦 ･洞 (再席州に

近い)などの単位 もあったとする｡

一方桜井は,上の二者の如 き体系的理解自

体を批判する｡順天元年の24路制施行の記事

に史料的疑問があること,14)史料に実際の路

13)天長路,国威路,海末路,建昌路,快路,

黄江路,竜興路,北江路,長安路,洪路,
清化路,演州路,都護府,応天府,青息府,
天徳府 (古法州),峰州,真壁州,諒州,布

政州,地哩 (臨平)州,麻令 (明霊)州,臨

西道｡このうち演州路までの12路は,Mas-

peroの引く陳代路名リスト (r網目J 6 天応
政平11年 (1242)条が出典か)を,李代のも
のと誤認して引用したものと思われるので [桃
木 1983:55注(昏],この24路リストは全く利
用できない｡

14)辛-に順天元年の24路制の記事が r地史略J

には見えないこと,第二に r全書Jには巻1
焚大行応天9年 (1002)春3月条に既に ｢改
十道為路府州｣とあること (概説書は概ねこ

れを無視し,版天元年記事のみを引く),第三
に同書4 恵宗建嘉12年春2月条に再び ｢定

天下為二十四路｣とあることなどがその疑問

である｡もっともMaspero[1916:40-41]は
十道制が1002年に葬大行によって廃止された

と述べ,DえoDuyAnhl1964:87]も前李朝
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名がほとんど現れないこと15)などから,李

代の路制は史料作者の虚構か,さもなくば全

く実効を持たない制度だったと氏は主張する｡

氏によれば第一級行政単位 として路 ･道 ･

府 ･州,第二級単位 として郡 ･県 ･鋲,第三

級単位 としては甲 ･郷 ･村 ･邑 ･社などが行

政単位呼称 としての意味を持たないまでに個

別的に命名されていたO主に北属期寄席州の

流れをくむデルタ外半独立土侯国群の各州

(州牧 ･首領などの土着首長を持ち,軍事拠

点確保のための知州の臨時任命 もあった)の

他に,紅河デルタ内にも,李末動乱の主体と

なった各州 ･道のような半独立勢力群が一貫

して存在 した｡16)デルタ外の軍事拠点 ･前線

基地としての各府を除く,デルタ内の府,行

宮などの分布,上記各半独立勢力の分布など

から見て,李朝の直轄地はほぼ,首都昇竜城

(ハ ノイ) と紅河対岸の李氏の故地天徳府

(旧 B孟cNinh省 D6ngNgp 県),ハ ノイ西南

方の西氾荘原 (旧HaDらng,HaNam両省)

一帯のみに由られていた｡

が十道を路府州に変えたと述べる一方で,上
記の通り24路は李初から揃っていたのではな

いとしているから,この両者は順天元年記事
のみを盲信しているわけではない｡

15)氏は表1に現れる路名のうち,鳥路 (A1030)
を路制と無関係な単独地名とし [桜井 1980
(B):274注4)],季末割拠勢力の一つ快州を r越
史略Jが快路と表記するのは陳代の呼称に従っ

たものと見るが [ibid.:286】,その他の路名
については何も語らない｡

16)氏は峯州 (旧So'nTay省方面),国威州 (旧

HaDang省西部),大黄州 (旧NinhBinh省),
藤州 ･快州 (旧Hu'ngYen省),洪州 (旧Hai

DIPdng省西部),南冊 (道)(同省東部),美

禄 (旧 Nam Dinh省,ThiiBinh省),北江
(道)(旧BicNinh省)の8勢力を挙げ,それ
らの多くが10世紀の割拠勢力の位置と重複す

るので,季代にも中央政権の直轄支配を受け

ていたとは考えられないが,割拠勢力の規模
は10世紀の県レベルから省レベルへと発展し

ている,と考える｡
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以上の ように先学の学説は様々である｡17)

筆者にも問題点のすべてを解明することはも

ちろん不可能であり,以下の論述は筆者なり

の論点の提示,問題提起にすぎない｡

ⅠⅠ 地方行政単位の呼称と機能

1 路制に関する仮説

表 1･2･4などの史料によって,李代の各

種地方行政単位の機能,相互関係などを研究

しようとすると,まずぶつかる問題は,路名

がほとんど見出されないことである｡ 表 1の

みに若干の路名が現れるが,｢又安一路｣(A

1154)は r大越史記』の編者繁文休の按文の

中の語だか ら陳代の呼称 に違いない [桃木

1983:55-56注(9]｡また r越史略』の李末動

乱記事 に現れる炊路 (1209,旧 H㌫Du'αng

省東部),快路 (1215,旧 Hu･ngYen省),上

源路 (1220,紅河上流方面か18))などの路名

はいずれも,陳制に従った表記とも考えられ

る (注 4ト 15)参照)｡残る鳥路 (A1030,

17)上記三説以外に主な概説書の記述を見ても,

平野部は路,南方二州は秦,山地は州 [Minh

Tranh 1954:83],平野部は路一府,南方や

山地は州 ･秦 [DaoDuyAJdl 1955:104],
24路は都護府内や近接の府州を呼んだもの,

辺境では秦 ･州,中央部では都護府一府 ･州

一郷 ･甲一社 【DaoDuy血血 1958.･321],
辺境には州 ･秦や道,中央部の路の一部は府

でもある,府州の下は郷 ･甲･村 [Tr払 Qu6c

Vtpg'ng-HaV血T血 1960:263],路 ･府 (山
地では州)一県 (州)-郷 (社)の三級制

lDinhGiaTdnh 1968:112】,路 ･府一県一
郷 ･甲,山地 ･辺境では州 ･秦 [UBKHXHVN

1971:152】など,全くバラバラである｡
18)李代上原 (源)州は,知上源州楊寿安が広源

州北方の宋領帰化州に志したこと (r続資治通

鑑長編J 349 元皇7年 (1084)10月戊子),

申利の反乱の一拠点となったこと (注30)参照)

などから旧B孟cc争n省方面に求められそうで

あるが,上源路は紅河とsbngL6の合流点よ
り上流側の地域と考えられる [桃木 1983:

56注⑨】ので,両者は別地点であろう｡

1037) な い し烏 路 (B 1030, 1037) (旧

HtrngYen省 D6ngAn 県か19)) も,｢帝幸鳥

路田省赦,因改其田日永輿 ｣ (A1030) とい

う記事からは,村落級地名だったように思わ

れる [桜井 198(XB):274注4)]｡20)

しか し,それによって単純に路制の存在自

体 を否定で きるわけではない｡史料には ｢諸

路｣｢路官｣などの語も見出されるからである｡

是歳天下飢,詔枢密院院珠令諸路逃人各認

地方横道築土為喉,置木牌於其上,以便四

方所向 (F全書』2 太宗明道元年 (1042))

詔諸路各置亭侯,以便四方之観認 (r越史

略J 2 同年11月)

盗賊蜂起,詔選丁男壮者充軍伍,令路官統

管収捕之 (『全書』4 高宗治平竜応 3年

(1207)春正月)

などがそれで,諸路逃人の件を枢密院 (宋代

では軍政機関)が扱 うこと,路官が軍伍を統

管することなどは,路が軍事に関係の深い単

位であったことを推測させる｡

走天下為二十四路,路分公主居之｡用宏奴

属隷及本路軍人相分為甲 (『全書』4恵宗

建嘉12年 (1222))

の本路軍人も同様である｡ ｢往炊路訓練軍士｣

(B1209)｢快路将軍｣(B1215)なども,陳代の

呼称でなかったとすれば同じ方向を指 し示す｡

これらの記事は,路を実名が史料に現れに

くい小規模 な軍管区だったとする Maspero

19)｢綱目』2 太宗天成2年粂証は ｢改其田日永

興｣に着目して,永輿総の地名のある輿安省

東安県の地と推定している｡もっとも19世紀

初めの r各鎖線社名備覧Jによれば同県のほ

か,山南上鎮常信府青池県,山南下鋲天長府
南真県にも永輿社の名が見出される｡

20)r安南志原J l 坊郭郷鏡に載せる村落名称の

うち帰化州の項には ｢路二｣とあり,村落名

としての路があり得たことが窺われる｡もっ

とも,鳥路ないし鳥路も後に見る在地基礎単

位の重要なものとして,上級単位呼称たる路
の称号を得ていたと考えれば,二種類の路を

区別する必要はない｡

251



東南アジア研究 26巻 3号

説に有利な証拠のようであるが,それではか

えって不自然な点も残る｡氏が李代の路を宋

の最上級単位 とは異なる下級単位 と見る主な

根拠は,24という路数が丁朝の十道や李朝後

期の 5府よりはるかに多いことだと思われる

が,24という数を示す順天元年,建嘉12年の

記事は,素直に読めば最上級単位の区分を示

すものではなかろうか｡逆に順天元年記事の

真実性を疑えば (注14)参照),それが示す24

という総数にこだわって路を下級の小単位だ

と見る根拠がなくなって しまう｡

とすれば,建嘉12年の24路区分はその時ま

でに最上級単位 としての路制が実効を失って

いたのを再設置 したもの,という見方 も可能

になる｡ が,実効を持たないとはどういうこ

とだろうか｡桜井説のように各単位が最初か

ら個別的に命名されていたのだろうか｡

ここで筆者は,中央政権の機能が軍事 ･宗

教などの側面に限定されている素朴な国家に,

中国式の壮大な官僚機構 を導入 しようとした

ために,官爵の空設のみ多 く,任命されるべ

き人 も任命すべ きポス トも少ない [Nguyきn

ThB'aH子 1981:322]という状態 を想定 し

たい｡後述するように,そうした状況下で統

一的な最上級行政単位を上から設定 しようと

すると,府州などの既存単位 と同一地域に重

複 して路が設定され,路官独自の機能は軍事

などに局限されて しまうことが考えられる

(となると府州官 と別に路官が常設 されるか

どうか も怪 しくなる21))｡そこでは,路官が

21)Maspero [1916:45-46]は陳代に関して,
｢トンキンでは一般に路は府 ･州と同じ区域を

覆ったので,知府 ･知州と安撫便 ･通判など
各々の割当てはほとんどわからない‥‥‥こ
れらの機能が実際に同時に存在したのか,あ

るいは知府 ･知州や安撫便などの称号が地方
長官に与えんとする名誉の度合いに従って選

択的に与えられはしなかったかを知ることは
できない｣と述べている｡李代にも同じ状況

が存在した疑いは濃い｡
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"府州などに設けられる (軍事などを司る)

特殊な官職"と認識された り,22)地域名を呼

ぶ際には路よりもなじみの深い府州などの名

の方が普通に用いられる,23) といった事態 も

生 じ得るであろう｡ 地方行政の体系化が進ん

だ陳代でもこれらの事態が生 じた疑いがある

(注21)-23)) ことから見て,李代の路に関

す るMasperoの軍事単位説,A血 の最高行

政単位説,桜井の個別的命名説は結局,それ

ぞれことの一面ずつを表 したものだと言える

のではないか｡

また r越史略Jの李末動乱記事に現れる大

通道 (1207)以下の道名24)ち,｢某道将｣

22)陳代には r全書｣7裕宗紹豊9年 (1349)条
に ｢設雲屯鋲鋲官 ･路官 ･察海便｣と,鋲に
路官を置く例が見られる｡

23)陳代に路制が存在したことは間違いないが,
路は府と同格ないし重複する単位と考えられ

たらしく (注21), [桃木 1983:75]),明の
占領時 (1407年)の記録ではすべてを府と記
+ libid.:67].

24)11世紀の臨西道 (A1036,r綱 目J 3 太宗通

瑞 3年条によれば嘉興府-旧HoゑBinh,Son
La省方面),安州道 (B1057,位置不明)が

どんな単位呼称だったかは不明である｡李末

には ｢段尚･段主反,王命大発兵攻之｡帯以
乗出大通道,保貞侯出南冊道,上品奉御苑乗

奔出可了道,砥侯奉御陳馨出扶帯道｣ (B

1207),｢目上塊至那岸沿北江道及陸路郷邑属

於嗣慶｣(B1212),｢徴扶楽道将津世,北江道
呉乃等約以是月甲寅共発兵♯嗣慶｣(B1213),
｢藩鄭 ･院敵将国威兵由平楽道改陸路‥‥‥

(我太祖)適評以棄及安仁王領北江道諸軍来｣

(B1214),｢以北江道将軍院敢為侯｣｢太后密
詔扶楽道将軍漆世誘烏金侯院八殺之｣(B1214)
などの道名が現れ,道がルートを指すととも
に,ルート沿いの地域の単位呼称としても用
いられたことが窺われるO大通道は旧Bic
Ninh省南部 (注11)),南冊道は旧H誠Dtlo'ng
省東部,北江道は旧B孟cNinh省 (注16)),可

了道は不明｡扶楽道は位置不明だが,北江道
と並んで現れるから,旧B孟cNhdl省の西隣旧

vinllY金n省の扶隆 (vinhTl吋ng県) [Dao
DuyA血 1964:99]･安楽 (YenL争C県)[桜

井 1980(B):279]などの地を指した呼称かもノ
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｢諸道兵｣25) の活動が頻出す ることなどか ら,

少な くとも紅河デルタ一帯に統一的に設定 さ

れた軍事単位呼称 らしく思われるが,臆測 を

達 しくすればこれ も,路 と同種の単位が さら

に屋上屋 を重ねる形で設置 された ものとも見

られる｡

2 上級単位 と基礎単位

次に他の単位呼称 に目を移す と, まず後期

の諸府が全国を五分するような最上級単位呼

称であったとか,府路は数路ずつ を統轄 して

いた とい うMasperoの仮説 を証明す る史料

はない｡26)各方面の最重要拠点の (州が昇格

させ られた)単位 という当初の府の性格は変

わっていなかったのではないか｡

州 ･県などの単位の設置範囲,性格 につい

て も問題が多い｡ まず紅河デルタ外か ら見る

と, (在地勢力 を基盤 とす る)州が普遍的に

存在 していたことは,諸先学の説や筆者の前

論 [桃木 1987:409-413]の一致す るとこ

＼しれない｡平楽道は表4に平楽義住郷 (本寂

禅師)とある義住が李末に北江の院轍に与し

ている(本文256頁参照)から,唐の平楽県 (旧

B貞cNinh省のどこか [Maspero 1910:570])
の系譜を引く旧B孟cNinh省内の地名であろう.

25)｢築塁｣ (r越史略J 3 高宗天資宝祐 3年

(1204)10月),｢移徴募諸道兵｣(同治平竜応

6年 (1210)),｢詔諸道兵討嗣慶｣(同意宗建

嘉元年 (1211)秋 7月),｢会諸道兵盟於東扶

列杜太尉嗣｣(同4年正月),｢招撫諸道新集兵｣

(同年同月)などの記事が見出される｡

26)Maspero[1916:40注(3)]は,r越史略J3 高

宗治平竜応5年 (1209)7月条の ｢(苑献)乃00
登舟由江路而去,次古州歩,陸行至麻浪阿呆00
社｡為北江入院報 ･院乃所執｣という記事を,

｢江路という路が北江府の中にある｣例証とし

ているが,江路が陸行に対応する表現で固有

名詞とは言えないこと,北江が府だと断定で

きないことは明白である [桃木 1983:35注000000
④]｡また,｢詔上制李蒙領清化府又安州五千

余人如占城｣(Al152)という記事もあるが,

｢清化府の又安州｣と読むより ｢清化府と父安

州｣と読む方が自然であろう｡

ろである. ただ し順天元年の ｢頗州 ･愛州為

秦｣など辺境経営拠点の単位 とおぼ しき秦 と

の関係はよくわからない｡27)またデルタ外 に

は県が全 く存在 しなかったわけではないらし

く,28)表 1の連県 (A1039) ない し下達県

(B1062)が LpgSon,CaoBえng方面 に,29)

博茄県 (Al141)がThaiNguyen,B孟cc争n方

面に30)それぞれ比定 される｡

27)Maspero[1916:36]も,表 2の3秦のうち大

盤をハロン湾付近,新安をQuangYenに比定
するのみで,案の性格については何も語らな

い｡｢詔立定藩秦干餓州南界｣(AIO25)など,

一般に秦は州より下位の辺境経営拠点と見ら

れ,15世紀以降には村落名として各地に分布

している [桜井 1975:38-47;1987:150-
158]｡

28)表 1の ｢頗州南界石河県｣(AIOIO,旧 HA
Tinh省 ThachHa県であろう)は,r全書J 1

拳大行応天12年 (1005)条では石河州とされ

ており,李初に県に降格されたものとも考え

られる｡またTuyenQuangに残る r保寧崇福
寺碑J (12世紀初の建立か [vvH 1977:324-

334])は洞竜州が代々 ｢四十九桐萱十五県｣

を管 したように記 し,m nhHo点の r安獲山

報恩寺碑記J (1100年頃 libid.:305-315])に

は ｢清化秦九真県公事｣ ｢舌戦県｣ (r安南志

略J l 郡邑には古戦甲の名あり),同じく r崇

厳延聖寺碑銘J (1118年 [ibid.:368-383])に

は ｢権統清化五県三源諸軍州事｣などの県名

も見られる｡ただし保寧崇福寺碑の県数はい

かにも誇大だし,古戦県の例の如 く,碑文作

者が在地基礎単位に対する雅名として県名を
用いている疑いもある｡

29)｢広源州属武建洞献生金‥‥‥連県弄石州 ･定

辺州奏本処有銀穴｣(A1039),｢便人採金於武

健洞,採銀於下達県｣(B1062)とあり,連県

と下達県は同一地名と見 られる｡r綱 目｣2
乾符有道元年 (1039)6月条が ｢天下郡国利病

全書,弄石州属諒州｣｢院着地輿志,走辺属高

平｣とするように,これらの地名は連県も含

めてLpgSdn,CaoB弘g方面に求められよう0

30)｢(申利)遺拠上原州,築隆子博茄県｣ (A

l141) とある. この申利の反乱 は旧 Thai

Nguyen,B孟cc叩 省方面を主舞台としたもの

だから [Tr邑nQu6cVu'9'ng 1960:137-138;
CaoHuyGiu 1972:347注(1)],博茄県もその

方面の地名であろう｡
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デルタ内でも,県のみが普遍的に設置され

ていたかどうか疑わしい｡表 1で明確にデル

タ内に比定し得るのは,太平県 (A1015,旧

phdcYen省か SdnT急y省31)),兵合県 (A

1214,旧 HaD6ng省方面32)),安沿県 (A

1216,同上33))の3例のみだから,r全書｣

の割註のみに見える県名と同様,葬文体か呉

士連が後代の呼称を記したものと疑えば疑え

る｡ 表 4を見ても,県名は諒州那岸県 (旧

B孟cGiang省 LucN静n県か34))の一例 しか

見出されない｡

県が普遍的な存在でなかったとすれば,チ

ルタ内の州名を県の名誉称号や史料の誤 りと

だけ考える根拠は薄らぐ｡供 ･快など桜井の

説 く李末デルタ内半独立勢力が州号を帯びて

いた可能性も否定できない｡また表 4の r禅

苑集英Jでは,郷名の上に冠せられた様々な

上級単位呼称が見られるが,昇竜京や天徳府

のほかには,福堂郡 (円照禅師),満斗郡

(戒空禅師),倦遊郡 (真空禅師,B孟cNinh

省 TienDu県であろう),竜編郡 (浄禅老師,

旧B孟cNinh省のSangDuoTng以南か,注53)

31)これを唐代太平県の後身とすれば (旧ph血

Yin省 方 面 の) SangCaLB と紅 河 の 問

lMaspero 1910:579-580]または旧So'nT急y
省Qu6cOai県方面 [DえoDuyAnh 1964:75]
に比定される｡

32)｢顕借王八坂,陥兵合｡邑将杜細奔丹鳳｣(B

1216)とあるので,兵合は丹鳳 (旧HaD6ng
省 DanPhddng県であろう)に隣接する地と

見られる｡

33)r地史略J 3 恵宗建嘉 4年 (1214)正月条に

｢我太祖欲進攻吐江右岸,至安沿歩｣,同5年

春正月条に ｢又便頼墓守安沿 ･扶列｣などと

あるので,安沿は紅河右岸で東扶列 (旧 Ha

D6ng省 nanhTri県 [桜井 1980(A):606-
608])に近接する位置にあったに違いない｡

34)これは神儀禅師の項で,建嘉 6年 (1216)に

遭嘱を託された弟子隠空の居住地を記 した割

証の地名であるから,陳初の呼称を記 したも

のとも疑える｡位置比定は r網目J 4 仁宗天

符慶寿元年 (1127)粂証｡
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参照35)),南定郡 (円通国師,同上地域36))

など郡名が 目立つ｡ 表 1にも嘉林郡 (AB

1062,旧B孟cNinh省 GiaLam県であろう)

の名が見えるので,これらの郡名を県の雅称

や史料の誤 りと決めつけることはできない｡

以上のように州県その他の呼称についても

不統一 (個別的命名 ?)が普遍的に見られる

が,その不統一の "構造"や原因はどう考え

たらよいだろうか｡

第一に注目したいのは,r禅苑集英Jで一

般的な,上級単位名+郷名という二層式地名

表記である｡37) これと同様の表記法は,r全

書Jや r趨史略Jでは紅河デルタの ｢杜洞江

倍郷｣ (A1032,旧HaD6ng省南部38))のほ

か,南方各地にしばしば現れる｡｢愛州但乃

甲｣ (AB1029, 旧 ThanhH6a省 YenDinh

県39)),｢愛州五県江｣(B1061,S6ngM孟流

域か40)),｢又安州杜家郷｣(A1128,旧Nghe

35)ただし唐代竜編県の位置をMas押rOl1910:

569-575] は, よ り北方,S6ngCauに近 い
B孟cNinh市方面に求めた0

36)[D急oDuyAJd1 1964:74-75]｡
37)r連句幽霊集J (景輿32年 (1771)奉録,旧榛

東学院 (現ハノイ漠文字噂研究院蔵本)A751)

の目録には ｢嘉応善感霊武大王 在竜編城｣

のように各神南の所在地が載る｡その中にも,

｢校尉威猛大王 永康鎖慈廉 く貴舎)｣｢却敢威

敵二王 (却散在如月江武平郡,威散在南平江

諒江郡)｣｢証安佑国王 張吏郡古所郷歩頭｣

｢果政則正王 武寧州発頭鹿 ｣｢善護国公 海

清郡貞郷 (江口)｣｢利済霊通王 薬郡布拝郷｣

など,李代かそれ以前のものらしさ二層式地

名表記が見られる｡

38)[桜井 198αA):613-614】｡表 1の通 り,江は

川筋に沿った地域の名として各地で用いられ

ている｡杜洞江信郷や ｢愛州五県江竜池甲｣

(B1050))など上級単位呼称の役割を担う場

合もあるが,r安南志略J l 郡邑 清化府路で

は ｢其属邑今日江,日場,日甲,日杜｣と甲

や社 と同列に置 くなど,江の地位は川の大き

さに従って様々だったらしい｡

39)[Trh Qu6cVu'ダng 1960:78注 4)]0

40)【Ho血gXu血H血 1949:45;Tr払Qu6cVtlgng′
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An 省 Hu･dngSo,n県41)),｢清化古宏甲｣ (B

1188,AB1192,旧 Thanl1H6a省 Ho払gl16a

県42))｢演州高舎郷｣(Al198,位置不明)な

どである｡紅河デルタおよび南方の行政単位

は,少なくとも慣用呼称としては,府 ･州 ･

郡など- 郷 .甲など,という二層構造が一

般的であり,桜井の説 く三層構造はまだ成立

していなかったのではないか｡北部山地でも

｢広源州属武建洞｣ (A1039,位置不明)のよ

うな二層構造の呼称が見られる｡

これらの上級単位の規模に注目すると,南

方では,愛州-清化府-Thanl1H6a省,演州

-院朝演州府 (旧NgheAn 省東北部),頗州

-又安州-旧NgheAn 省南部 ･llaTinh省な

ど,一貫して後世の省 ･府レベルの規模を持

っている｡43) だが,北部山地の各州は後世の

県程度だった [t)えoDuyAn h 1964･'93] と
ウ

見 られるし,紅河デルタで も,Kh6ngDli'c

Thiem [1985]が説 くように,県級の規模 と

思われるものが多い｡上記の倦遊郡,嘉林部

等がそれであり,天徳府も倦遊郡と同格の単

位だったとすれば,I)6ngNg叩 県一帯のみ

を領 したものと見られる｡

一方郷 ･甲などの下級単位は,村落共同体

的な在地の基礎単位を指すと見る説 も多い

㌔ 1960:90注(3)]｡注37)のように ｢愛州五県江

竜池甲｣(B1050)という三層式表記も見られ

る｡

41)[caoHuyGiu 1972:346注(61)]｡

42)r綱目J 5 高宗天資嘉瑞 7年 (1192)粂註｡

43)唐代の愛,演,耕各州の位置は D畠oDuy血 Il

[1964:77-79]｡年代記に愛州の名が最後に現

れるのは表 1の通 り1061年,清化府の名の初

出は1111年だから,李常傑の鋲治 した時期

(Ho血gXuanH血 [1950:3681によれば1082-
1101年)にでも清化に改称されたものと思わ

れる.耕州から又安への改称は r全書Jでは

1036年,r越史略Jでは1101年とされるが,後

者でもそれ以前に (BIO69)又安州の名が現

れるから (再三の改称があったかもしれない

が),基本的に r全書Jの記事を正しいと見て

よかろう｡

が,44)その規模は後世の社のように均一では

なか った ら しく,45) 超類郷 (A1068, B

1115,旧 B孟cNinh省 SieuL叩i県),清威郷

(A1207,旧HaD6ng省 ThanhOai県)など

は,名前の一致から見て後世の県級の規模を

有 した可能性もある｡46)上記の南方各州に属

した甲 ･郷なども県級の規模を持っていたに

違いない｡47)

李末に頻出する ｢邑｣も,甲 ･郷などと同

格の単位ないしはその別称だったように思わ

れる｡字義上は邑は県の別称と考えられ,辛

実兵合邑 (B1216) は r全書Jでは兵合県

(A1214) とされる｡48) しかし r全書』が後

代の呼称を用いている疑いは消えないし,義

44)例えば [酒井 1961:227;Trh Qu6cVt吋ng-
HaV急nTin 1960:263;UBXHXHVN 1971:

152;片倉 ･吉沢 1977:68]｡郷 ･甲の沿革

について r安南志原J l 坊廊郷鏡は ｢偽越外

記｡唐刺史丘和始於州県内外分県置小郷大郷

小社大社‥‥‥貞元問都護趨昌廃大小郷稔謂

之郷｡成通中高節分置郷属凡一百五十九｡梁

開平中節度曲灘又改郷為甲,増置一百五十,

通前為甲三百十四｡李陳之時或困或草｣との

説を載せるが,現行 r全書Jなどからはこの

説の根拠は知られない｡なお社名の初出は,

割証などを除けば1209年の ｢麻浪阿呆社｣(注

26)参照)と思われるから,李代から全国的に

社が分布 していたとは考え難い｡

45)Ho血gXu血 H豆nl1949:80注(1)]は郷を後世

の総級 の単位 と見,D急oDuyAnh l1958:
321;1964:93]は郷 ･甲を県級の単位とする｡

桜井 [1975:28-29,1987:164-166]は,李

陳代の郷 ･洞 ･秦などが概ね後代の社に,
部は稔 ･県などに移行したことを説 く｡

46)表4には ｢未明扶薄 ｣(究旨禅師),｢安格郷鵜

塵｣(浦覚大師),｢金牌郷恩理｣(悟印禅師)

など郷名より下位の地名も見られる｡表 1の

海邑劉家村 (AB1209)などと同様,ある程度

大きな基礎単位は上下に分化 しつつあったの

ではなかろうか｡

47)陳代の r安南志略J l 郡邑は,清化府路の属

邑として5江 2場 7甲,又安府路には6江,

演州路には3江 1場 3社を挙げる｡

48)r越史略Jに見える ｢神渓令皐二邑｣(B1213)

なども,神渓は属明期以降県名として知られ /
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住邑 (B1215)は表 4の ｢平楽義住郷｣ (辛

楽はB1214では旧 B孟cNinh省方面の通名一

往24)参照)に当たると思われる｡李末史料

には ｢快諸邑｣(r越史略J 3 意宗建嘉元年

(1211) 6月),｢峯 州諸属 邑 ｣ (同 7年),

｢(北江)諸郷邑｣ (同 8年)などの語 も現れ

るが,快諾邑の中心は快郷 (B1215)49)だっ

たろうし,峯州諸属邑の中には,｢甘煮将軍｣

(同建嘉 4年 4月)が拠った甘煮甲 (All17,

旧 SdnTay省 PhdcThp県50)) も含 まれたに

違いない｡

以上のような規模 ･呼称の多様性はまず,

各基礎単位が上から行政的に再編されたもの

でなかったことを窺わせる｡上記の南方各地

の甲 ･郷は,又安州杜家郷を除いてすべて反

乱主体 として記録されたものだし,快郷,甘

煮甲なども在地軍事勢力の単位だったに違い

ない｡｢義住人朱停以其邑附赦 ｣(B1215),

｢(兵合)邑将杜細奔丹鳳｣ (B1216)など,

邑もやはり軍事力単位をなしている｡ 県級の

規模を持ちながらしばしば村落名で表された

10世紀の在地勢力群 [桜井 198αA)]と同様

に,後世の県級 とも村落級 とも明確に分化 し

ていない一当然,複数の自然村落を含むこと

が多かったであろう一在地勢力の基礎単位が

甲 ･郷その他であったと考えてよかろう｡そ

の意味では北部山地の洞 ･柵などとも違いは

ない｡51)

＼る (TYdBinl1省中部.r大南一統志J南定省建

置沿革,同興安省建直沿革など参照)から,李
代から県名だったと考えることが可能である｡

49)快の名の初出は快場 (All19)である｡平隆

場の反乱 (Bl161)や,r安南志略Jに南方諸
路の属邑としての場名が見えることなどから

考えて,場も郷 ･甲などと同格の基礎単位だっ
たと思われる｡

50)位置比定は 【Tr払Qu6cVtfg'ng 1960:198注
(2)】｡呉権の出身地がこの付近だったと見られ

る 【桜井 198(XA):599-601]など,10世紀以
来の重要な在地勢力拠点と思われる｡

51)DaoDuy血血 [1964:93]は洞を山地の帝席
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一方,上級単位のうち北部山地の州は,潤

などの在地基礎単位の重要 ･強力なものの自

称ない し名誉称号 に過 ぎなかったと思われ

る｡52)デルタ内でも我々は,李太祖の出身地

古法郷が天徳府 に昇格 された例,53)長安府

(旧NinhBinh省 GiaViきn県一往9)参照)の

前身華間が建都前は華間桐と呼ばれていたこ

と (r全書J 1 T先皇元年 (968),r越史略J

l 同年)などを知っている｡ 昇竜城でさえ,

r文献通考J 330交虻に引 く花成大 r桂海虞

衡志Jには ｢交入日請至其国都日入桐,請書

民日上京｣ とあ り (r嶺外代答Jにも同文あ

り),桐の一つ と認識 されていた可能性 もあ

る｡ 要するに府州その他の上級単位は,デル

タの内外を問わず,基本的には重要な基礎単

位に与えられる呼称だったといえよう｡

州と似た規模と考えており,太宗が債智高に
与えた土地が r全書Jでは ｢雷火平安婆四洞
及思浪州｣(AIO41),r越史略｣では ｢雷火平

婆思狼等州｣(B1041)とされるなどは,その
傍証と言えよう｡が,拳朝以降の洞冊は平野
部の社に相当する基礎単位となっている 【桜

井 1975:24;1987:160-164]｡李代には洞 ･
冊なども大小未分化な基礎単位だったのだろ
う｡なお,以下のように草間や昇竜がもとも

と桐と呼ばれたらしいこと,拳初にもデルタ

の峡山県 (旧HaiDILdng省 GiipSo･n県)や
慈廉県 (旧H急NOi省Tu'Liem県)などに冊
と呼ばれる村落が存する [桜井 1987:161表
5]ことなどから,古くはデルタ内にも洞 ･
冊などがかなり広く分布していたのではない
かと疑われる｡

52)前注参照｡r安南志略J l 郡邑が州について

｢皆凄広西 ･雲南界｡錐名州県,其実洞也｣と
するのも,そうした州と洞の関係を反映した
記述であろう｡

53)天徳府の前身は r全書J (A太祖紀冒頭,
1010)では古法州とされるが,｢古法州応天心

寺｣(A太祖紀冒頭)は r越史略｣ (B太祖元
年)では ｢古法郷応天心寺｣とされる｡r禅苑

集英Jにも,唐代の定空禅師が延在郷 (A

l009には ｢古法州延蓮郷｣とある)を古法郷
と改めたとの逸話が載る｡古法は前李朝期に

は李公蓮の出世に伴い州号を与えられていた/
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表 4で天徳府 (駅傍郷,未明郷,華林郷,

扶寧郷… ‥.),安羅 (屋郷,清威郷)等々,

複数の郷が同一上級単位に属する例が見出さ

れること,上記の通 り南方各府州には多数の

郷や甲が属 したと思われることなどから,基

礎単位から昇格 した上級単位は,周辺基礎単

位群に対 してある程度面的な広が りを持つ支

配を及ぼしたと考えられる｡が,それは基礎

単位の軍事力が解体,再編されていないこと

から推 して,非官僚制的で慣習的かさもなく

ば属人的な支配ではあっても,明確な官僚制

的統属関係や領域概念を伴 う中国的な統治で

はあ り得なかったと思われる｡上から統一的

に設定されたと思われる路が実態を十分持ち

得ず,道の方は ｢移徴募諸道兵｣(r越史略』

3 高宗治平竜応 6年 (1210)),｢会諸道兵盟

於東扶列杜太尉両 ｣ (同意宗建嘉 4年 (1214)

春正月)と,徴に応 じて集まり盟を行 う非官

僚制的な軍事力単位でしかなかったのも,そ

のためと考えれば理解 しやすい｡

また,単位呼称の不統一 (個別的命名 ?)

ち,そうした状況を想定 してはじめて理解 し

得るであろう｡ 第一にそこでは,10世紀以前

からの慣習的呼称やその後の在地勢力による

新たな自称などが通用 し得る｡第二に路制に

関して述べた通 り,そこに中国式呼称体系が

持ち込まれれば,体系性自体が放棄されて個

＼ のかもしれないが,いずれにせよ本来は郷名

だったと考えねばなるまい｡なお r禅苑集英J

の ｢竜編古州郷法雲寺｣(此尼多流支禅師,栄

範禅師など)は,｢古法州法雲寺｣(A1034,
1161),｢古州法雲寺｣(B1034,1161)に相当す

るに違いなく,Masperoは古州の名 (r安南志
略J l 郡邑に ｢古州在北江｣とある)を,陳

･代に天徳府が降格されたものと見た (注12)参
照)｡ しか し法 雲寺 は SangDuo''ngの南 の

Thu牟nThanh県に現存するので,古州とS6ng
Du血g北岸の古法-天徳府 とは無関係と思わ

れる｡｢古法州法雲寺｣は r全書J編者の誤記で

あろう.また r禅苑集英Jの ｢竜編古州郷｣の

名から,北属期の竜編の位置が李代にはS6ng
Du6ng南岸と考えられていたことがわかる｡

別的命名が行われるところまでは行かなくと

ち,一つの単位に何重 もの呼称が与えられ,

結果的にはそれらの一つが個別的に選択され

て通用することになる｡ か くして同レベルの

単位が各地で異なる名称で呼ばれる状況が生

じる｡仮に路や県が制度上は普遍的に設置さ

れたとしても,一般には府州や郷などの呼称

の方が通用 していたとすれば,路や県の名は

史料に残 りにくいわけである｡

またその場合,同一地域が時により異なっ

た呼称で呼ばれる (頻繁な改称 ?)という,

別の意味での呼称不統一も生 じ得る｡非官僚

制的統治システムの下では,地方行政単位呼

称は在地勢力に対する秩序づけのための名誉

称号 として用いられるのが普通であり,54)具

体的には在地首長にその地名を含んだ名誉的

官爵名を与えるという形をとることも多い｡

その場合 には当然,雅名 ･古称などを含む

様々な単位呼称が名誉の度合に応 じて使い分

けられるし,現実の政治状況に応 じて頻繁に

称号が変更され得るわけである｡55)

54)在地勢力群に対する上からの名誉的秩序づけ

のための行政単位呼称の授与は,高麗 ･李朝

初期朝鮮について旗田 [1972:3-144],潮海に

ついて河上 [1983]がそれぞれ指摘 している｡

55)注28)に引いた r保寧崇福寺碑Jの建立者は,

碑文中に ｢(英武昭勝壬戊 (1082))以配欽聖

公主｣とあることから,表3(AB1082)に見

える洞竜州牧何弁慶と知られるが,碑文冒頭

の彼の肩書は ｢知洞竜府｣云々とある｡本人

ないし碑文作者が実際以上の肩書を用いたの

ではないか｡

また,仙 血H6aに残る12世紀初頭の各碑

文中の官名 ･寺名は甚だ錯綜 している｡r安獲

山報恩寺碑記J (注28))の ｢清化秦九真県公

事｣,崇厳延聖寺碑銘 (同注)の ｢九真部清化

鋲崇厳延聖寺｣｢権判九真郡通判周公｣｢権統

清化五県三源諸軍州事知清化郡事｣,『仰山霊

称寺碑｣(1126年頃建立 [vvH 1977:354-
367])の ｢九真郡清化鎮福建資聖寺｣｢(李常

傑)知愛州九真郡清化鎮諸軍州事｣｢充清化郡

通判李允｣などがそれである｡報恩寺碑の清

化秦- 九真県という上下関係が,後の二碑/
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ただこうした上級単位は,南方などでは安

定 した慣習的支配を続けていたと考えられる

のに対 し,紅河デルタ内では重要な変動が見

られる｡上記の通 りデルタ内上級単位の支配

範囲は,概ね基礎単位 と大差ない県程度の規

模にとどまっていたと思われるのに対 し,李

末の各割拠勢力は,依然在地基礎単位の集合

体に過 ぎなかったとはいえ,より大きな規模

を持っている｡北江,南柵,大黄,秩 (洪),

快などその名の多 くが陳代の路名に直結 して

お り [桃木 1982:97],大黄-NinhBinh,

藤州 ･快州-HlfngYen,北江-BicNinhな

ど,後世の省や府と範囲を同じくしたと思わ

れるものも多い [桜井 1980(B)]｡陳代以降

のより面的な上級単位形成の萌芽が下から現

れたものとして重視 したい｡

ⅠⅠⅠ 地方統治者の称号 と機能

今度は各地方行政単位の統治者に注目して

みたい｡表 3に見られる通 り,統治者名が史

料に多数現れるのは紅河デルタ外の府州のみ

で,県官は全 く現れないし,路,道,邑など

については ｢将｣ ｢将軍｣が李未に現れるだ

けである｡都護府の統治者らしさ称号は ｢都

護副使院守亜 ｣ (cD1022)の一例のみ,56)他

＼ の九真郡- 清化鋲という関係に逆転したと
か,後者と同じ二碑文中の清化郡は,九其郡
の下の清化鋲とは別の地域を指すなどと考え
るのはいかにも苦しい｡そもそも12世紀初頭

の清化は府だったはずである (注42)参照)0
官名のみならず,李代に重要な社会勢力だっ
た寺院にも,様々な雅名･古称を散りばめた
寺号が用いられていても不思議ではない｡と

なれば,r禅苑集英Jの寺名に付された上級単
位呼称についても,同じ疑いなしとはしない
わけである (注52)参照)0

56)都護府の官としてはほかに ｢都護府土師｣が

史料に現れる｡r全書J 2 太宗通瑞 4年
(1037)冬12月 ｢都護府多疑獄,土師不能決
‥ ..‥｣,同 3 聖宗竜彰天嗣 2年 (1067)

｢以員外郎貌仲和 ･弥世資為都護府土師,改善
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のデルタ内上級単位の統治者名 も,李末の

路 ･道の将軍以前には ｢太平州刺史李国以｣

(DG1156,旧HtfngYen省57)) しか現れない｡

そこから推測されるのは,首都昇竜の全国

に対する漠然たる代表性58)を除けば,李末

以前のデルタ内上級単位は,一般に前章で見

た通 り,上級官僚機構の設置を伴わない,塞

礎単位に対する名誉称号の域を出ないものだ

ったという状況である｡とすれば,表 3から

主に分析 し得るのは,紅河デルタ基礎単位連

合の代表たる李朝が,デルタ外に対 してどの

ような支配を行なったのかという問題であろ

う｡ 以下その点を中心に,州や府の統治者の

称号 と機能を検討 してみたい｡

1 州の統治者

李代史料に最も多 く現れる単位呼称は州で

ある｡ その統治者の称号 としては,州牧,首

領,知州,刺史などが知られている｡

そのうち州牧,首領などが,一般に説かれ

る通 り土着的 ･世典的な地方支配者で,公主

降嫁などの非官僚制的方法でのみ中央政権 と

結びついていたことは,表 3からも間違いな

さそうである｡59)特に対広西ルー トを押える

家十人為按獄吏｣ (r越史略J 2 同年条では
｢都護土師｣),r越史略J 3 恵宗建嘉元年

(1211)正月乙酉 ｢選文臣為都護府土師｣など

がそれである｡DえoDuyAJdl[1964:92]は
これを府声の如き府の長官とみているが,r網
目J l 丁先皇太平2年 (971)粂証には ｢土
師,官名｡蓋倣唐康之刑官也｣とある｡上記
の各記事からも士師は刑獄を司る官としか考
えられないので,表2には掲げなかった｡

57)太平州は李未の藤州と同一地点とされる (荏
12),16)参照)0

58)Taylor[1983:282】は当時の都護府が地理的
意味を伴わない"中央政府"を指す語だったと

推測しており,whitmorel1985:1]も,東南ア

ジア的な文脈から,李陳代国家権力の(嘩樺的)
枠組が首都のみに収敢していたことを説く｡

59)｢諒州安息侯｣(Al146),｢父安州伯李不染｣
(A1216)なども同様な在地首長であったろう｡
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諒州 (旧 B孟cGiang,LpgSd,n) の 申氏,60)

紅河デルタ頂部,三大河合流点方面を振する

峯州 (旧 So･nTay,V言nhYen省方面)･真登

州 (旧 phdTh9省方面)の泰氏,61)S6ngL6

か ら雲南- のルー トをに らむ洞竜州 (旧

TuyenQuang省 chi合m H6a県)の何氏62)な

どと李朝との結びつ きは有名である｡

しか し州牧と首領 との違いがどんなものだ

ったかは明らかでない｡Maspero [1916:37]

は,州牧を州の唯一最高の統治者,首領をよ

り重要度の低い一般領主としている｡ 確かに,

｢広源首領楊嗣輿｣ と ｢広源州小首領莫賢｣

が同一史料の同じ年 (Al124,広源州はCao

B弘g省東南部63))に現れる例などは,首領

が州牧 とは違ってその州の唯一の統治者とし

60)諒州牧申紹泰-の平陽公主の降嫁 (AB1029)

以外にも,鮒馬申景元 (r越史略J 2 聖宗竜

瑞太平6年 (1059)),｢平陽公主男申道元尚天
成公主｣(同彰聖嘉慶8年 (1066))などの名

も見られる｡王)えoDuyAnhl1955:130],Trh
Qu6cVttg'ng-HaV益mT血[1960:332]などは,
英宗期に北部山地で乱を起こした申利も諒州

申氏の帝と見ている｡なお諒州の位置につい

て,I)aoDuyAn hl1964:92】,桜井 [198αB):
277注11)]などはL争ngSdn省とするが,属

明期以降に言う諒江 (旧B孟cGiang省)方面
も含まれていた可能性がある 【桃木 1983:

65注⑧)]oHo且ngXuanH豆n[1949:88,95,100
注(6)]は申氏の本拠地をL叩gSdnでなくB畠c

Giang側の (Sangn u'dng沿いの)地域と考
えている｡

61)峯州牧葬宗順 (AB1036)や真登州牧奉氏 (A

l113)｡に公主が降嫁しているlまか,真登州牧
拳法園 (Al132)または拳法園 (Al140)の
名も見える｡桜井 [198qB):277,278-279]も

その位置,事鏡にふれる｡本文 (260頁)に引

いた r禅苑集英J 安智禅師伝,r奉聖夫人墓誌J
からもこの方面の泰氏勢力の状況が知られる0

62)洞竜州首領何炭俊 (A1013)は雲南勢力に与

して李朝の討伐を受けたが [桃木 1987:

410],同州牧何葬慶 (AB1082),首領何公輔

(81180)には公主が嫁している｡

63)広源州や後出の上源州など債氏旧領地帯の地

名比定,戦争や外交交渉については,河原
[1959;1975;1984:313-381]に詳しい｡

て中央から認知されたものでなく,同時に複

数存在 し得たことを窺わせる｡ しか し ｢西農

州大首領｣ (Al129,旧 T急yNguy金n省 Tu･

N6ng県か64))などとある大首領 も,州の首

領中で最高の存在として中央から認知された

呼称のように思われ,65)州牧との違いは依然

よくわからない｡

一方州牧の分布を見ると,上記の諒州,峯

州,真登州,洞竜州などのほか,平林州 (A

1014,旧 Cao由ng省 QuangUyen県か66)),

永安州 (A1033,旧 H㌫Ninh省一 注10)参

照),上威州 (A1036,位置不明),又安州

(AB1203,旧 NgheAn 省南部,HaTinl1省一

本文255頁)などの州牧が史料 に現れる｡磯

州 (又安州の前身一往43)参照)の牧守 (r全

書J 2 太宗天成 4年 (1031) 2月朔),愛州

(ThanhH6a一往43)参照)の牧長 (同通瑞 2

午 (1035)冬10月) などの語 も史料 に現れ

る｡ これ らか ら,州牧 は北属期 の直轄 州

(峯,餐,磯)やデルタ外-の主要ルー トを

押える州 (諒,真登,洞竜,永安,平林)な

ど重要な州の支配者の認知に,大首領などは

それ以外の州の首長の認知に用いられた称号

と考えるべ きかもしれない｡67)

また,州牧や首領を単純に ｢山地｣の ｢異

民族｣の ｢士官｣ と考えることはできない｡

まず諒州や峯州 ･真登州は山地 とデルタの接

点に位置する勢力であろう｡ また r禅苑集

64)r網 目J 2 太宗乾符有道元年 (1039)春 2月

条註参照｡

65)本文261貫に引いた ｢改大首領為刺史｣ (1056

年)という記事からは,大首領も州の唯一最
高の統治者だったように感じられる｡

66)r綱目J 2 太祖順天5年 (1014)粂註参照｡

67)州牧と首領の間に民族差があったとも考えに

くい｡州牧のうち峯州 ･真登州や南方各州な

どはヴェト族の可能性が強いが,諒州申氏は

中国側史料で言う甲洞蛮に当たると考えられ

るし 【Ho血gXuanH血 1949:88,95],平林
州牧黄氏は渓洞蛮の大姓の一つ 【ibid.:86]
に違いない｡

259



東南アジア研究 26巻 3号

英J安智禅師伝には,

峯州人｡姓泰氏,諌錬｡拳朝禦蛮王之苗青

也｡祖順宗仕李朝,官至中書大僚班,尚金

城公主‥‥‥

神宗の奉聖夫人の墓誌 [VVH 1977:488-

498]には,
ママ

祖鮒騎尉,真登洲宝所観察使,即禦蛮大王

之親倭,塞葬家大行皇帝之孫.

などとあり,峯州 ･真登州の葬氏は,費桓の

第四子で峯州に封ぜられた禦蛮王釘 (r全書J

l 拳大行興統 3年 (991))の子孫 と主張 し

ていることがわかる｡これを単なる蛮族と片

付けることはできない｡

さらに,永安州牧師用和 (表 3,AIO33)

は宋側史料 (C1040)に朝貢便として現れる

帥用和 と同一人物だろうし,諒州牧場景通

(B1072) と知広源州楊景通 (F1086) も同

一人に違いない｡富良府 (ThaiNguyen-注

ll))の首領楊嗣明 (Al127,1142｡ Bl142

では富良州首領)は鮒馬となり,｢沿辺渓洞｣

の経略に当たったり (注11)参照),首都での

権臣杜英武に対するクーデター (r越史略J 3

英 宗 大 定 9年 (1148), r全 書J 4 同年

(1150)68))にも参加 している｡彼 らを単なる

士官とは考え難い｡

そこで一旦知州に目を転じると,これは南

方の最前線父安州に最 も頻繁に現れる (A

1041,1073, 1131,AB1203,AB1208, A
1216,B1218)｡ そのほか北部山地での宋と

の抗争に絡んで上源州 (F1084,旧B孟ccp

省方面か一往18)参照),広源州 (F1086)

に,楊寿安,場景通といった知州の名が現れ

る｡｢知諒州軍事季山｣(Al128)は,神宗の

68)r地史略｣の英宗紹明3年 (1139)から大走17
年 (1156)までの各年の干支を,同じ年号に
対する r全書｣の干支と比べると,すべて前

者が2年早い干支を持つ｡Trh Qu6cVtf9'ng
[1960:138注4)]はこれを,両者が前後に
一年ずつずれたものと見ている｡
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皇后冊立の際に皇后の父に与えられた称号で

ある｡

知州の任命が臨時的なものだったことは,

上源州以下の3例に限らず,又安州における

占城遠征 (1044年)の 3年前 の威明侯 日

光,69)臭腺の入冠 (1128年)の3年後の近臣

牟愈都70)などの軍事目的と思われる任命,

聖宗朝の大師李道成71) (A1073)や高宗の権

臣苑猷 (AB1208)72)の左遷に等 しい任命な

どからも明らかである｡ 逆に土着首長がその

土地の知州に任ぜられた確実な例は見出され

ない｡本来広源州や諒州には首領,州牧がい

たし,又安でも上記の碗州の牧守 (1031年),

知父安州 と州牧の併存 (AB1203)などの史

料がある｡通常はどの州も,知州ではなく州

牧 ･首領などが統治していたと見てよかろう｡

ただし上記の場景通の例から見て,知州-

ヴェト族と割 り切るのは危険である｡また,

69)r全書J2 太宗明道3年 (1044)の占城親征
の記事中に,｢遭至父安行骨,召威明侯日光慰
労之,尋授本州節銭,加封王爵｡初帝委威明

以又安歳租,及令置婆和秦使之牢固,及諸処
喉輔,族娘畢債,皆称旨故也｣とあり,日光
が対占城戦備を整えるのに活躍した様が窺わ
れる｡r越句幽霊集｣威明勇烈顕息佐聖字体大
王伝にも同様の手鏡が載る｡

70)神宗朝での彼の役割については [wokers

1976:219]参照｡

71)r全書J 3 仁宗太宰2年 (1073)条に,仁宗
が生母霊仁皇太后 (借蘭元妃)に唆かされて
嫡母楊太后を殺した事件に関して,｢史臣呉士
連日‥… .太師李道成之出鎮子外,安知不国

吉此耶｣との按語が載る.Ho血gXuanH血

[1949:74-75]は李道成の又安出銭を,楊太
后-李道成派が伶蘭元妃-李常傑派との政争
に敗れた結果と見る｡

72)r越史略J 3 高宗治平竜応3年 (1207)秋8月

条に ｢段尚･段主反｡王命大発兵攻之‥‥‥
尚密達人賂上品奉御苑献,請以其衆帰献｡敢
為力請於王,王達使召以兼等軍遭,尚遂得脱｡
自是以棄 ･乗葬与献有隙｣とあり,評以蒙,
苑乗赤ら他の権臣との対立の結果,苑歓は左
遷されてか自ら難を避けてか知又安州軍事と
なったものと思われる｡
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知諒州軍事は明らかに恩賞であり,逆に知又

安州には左遷されたものが含まれたのだから,

知州の任命は,大首長不在の際の統治や軍事

拠点確保など,その地域の統治上の必要があ

る場合のみに行われたものではなかろう｡

知州の統治機能について見れば,任命され

た土地はいずれも本来在地首長が存在する辺

境地帯であ り, しかも知州に任命された人物

は隣接地域の在地首長 (楊景通) とか宗室

(李道成),近侍官系の権臣 (牟愈都,苑献)

などである｡そこで在地勢力が解体 ･再編さ

れ,官僚制的統治が行われたとは考えにくい｡

とすれば結局,州牧 ･首領 と知州 との間に

は,在地首長の本領按堵か中央政権による臨

時派遣かという違いのほかには,民族的にも

統治機能上でも大きな差違はなかったという

ことになる｡

次はヴェトナム側史料に現れない ｢刺史｣

である｡ 前論でも述べた通 り [桃木 1987:

410-411],表 3の刺史はすべて朝貢億 とし

て中国側史料 に記録 された ものである｡

Maspero[1916:37]は,10世紀の各州統治

者が刺史と号 したことのみを述べ李代の刺史

にはふれないが,太平州刺史が1156年 (DG)

に現れるから,10世紀以来の刺史号が李初ま

で存続 しただけのこととは言えない｡また中

国側史料のみに現れるから中国が朝貢億に与

えた称号だったとか,逆にヴェトナム側が朝

貢の際のみに用いる称号であったとも断定で

きない｡73)r越史略』2 聖宗竜瑞太平 3年

73)F全書J l 費大行天福11年 (1004)条には
｢遣行軍王明提称摂磯州刺史,聴干宋.明捷至

沖,懇求恩使宣撫道南,宋帝許之...‥.授明

捷金紫栄禄大夫検枚太尉威州刺史｣という,
"ヴェトナム側の自称を中国が公認した"例が

あり (中国側でも明桂は ｢摂耕州刺史｣と記
録されており [桃木 1987:410注25)]),他
の刺史号もいよいよどちらが呼んだものかわ
からない｡なお同応天2年 (995)条には ｢封

皇第十一子卓是(即明捷也)為行軍王,居北岸

(1056)条には ｢改大首領為刺史｣ とあり,

刺史が朝貢の際のみに用いられる称号ではな

かったことが窺われる｡

李 初 の各刺 史 に注 目 した の は wolters

[1970:210-211]で,氏は州牧など他の称号

との関連にはふれずに,各刺史の名を李氏と

地方首長 (特に長州,演州,愛州など南方各

州の) との連合政権的状況を示す史料 として

用いている｡ 確かに ｢知峯州刺氏要償伶｣

(CF1031)は峯州泰氏の一族であろうし,同

じ肩書の師 (帥)用和 も上記の通 り永安州牧

と同一人であろうから,彼らを在地首長と見

てよかろう｡

しかし師 (帥)用和の例は,峯州が前記の

通 り費氏勢力の拠点であることから考えて,

実際に峯州に派遣されたのではなく,刺史号

は実職ではなかったと考えられなくもない｡

各刺史の派遣が李朝によるその地域の統合を

中国に誇示する狙い [桃木 1987:411]を

持っていたとすれば,必ずしもその州の実際

の統治者を派遣する必要はなかろう｡

しかも,史料に現れるその他の刺史のうち,

｢碗州刺史李公顕｣(CEFIO27)はヴェトナム

側史料の遭宋使節李徴顕 (『全書J 2 太祖順

天17年 (1026))と同一人物であろうが,その

李徴顕は r全書』1 費臥朝景瑞 2年 (1009)

条末の李公蓮即位関係の記事に ｢(皇兄)読

威王子徴顕為大尉｣ とあり,太祖の兄の子だ

ったと思われる｡また残る各刺史の出自は全

く不明だが,ヴェ トナム側史料ではいずれも

員外郎の肩書 を帯 びている [桃木 1987:

411表 2]｡省 ･部名を伴わない員外郎は,非

昏官系の近侍官の名とも考えられる｡74)刺史

古覧州｣とあり,古覧は旧B孟cNinh省 Tu･

Sαn府とされる [Maspero 1916:29]から,
明操の儀州刺史は,本文の師用和の例と同じ
く実職でなかった疑いがある｡

74)r通典J 21 職官3 散騎常侍,同書22 職官
4 歴代郎官などに見える南北朝以前の員外郎
の記述を参照せよ｡
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号 は在地首長,宗主,近臣のいずれにも与え

られ得たわけである｡

称号 としては ｢知某州刺史｣などは知州と

関係がありそうだが,一方漠代の刺史はしば

しば州牧とも呼ばれている｡75)上記の通 り大

首領が刺史と称された時期もあったらしい｡

結局刺史号は,知州,州牧,大首領など州統

治者のどの称号にも対応 した州統治者一般の

官名- 唐制の実職 とは異なり,宋制 と同じ

く名誉や官品の種類 ･高下を現す官名だった

かもしれない- としで李代にもしばしば用

いられていたのではないかと推測される｡

2 府の統治者

今度は府の統治者について調べてみよう｡

表3では,太祖が開国王薯を旧都長安府に置

いた例 (A1013,AB1028)を除けば,清化

(ThanhHo点省)･嘗良 (旧 ThiiNguyen省)

の二府に記録が集中している｡ そこでは ｢嘗

良府首領楊嗣明｣ (Al127,1142)の名が見

られ,府にも州と同様に首領などの在地首長

が存在 したことが窺われる｡一方 ｢知府｣は

見出されない76)ちのの,神宗朝の太射場英

珂の ｢領清化府｣(Al132),英宗朝の太尉杜

英武の ｢如嘗良府,考校官僚及定戸籍数日｣

(Al147)など,重臣の臨時派遣 らしさ例が

見られる｡李常傑の清化鋲治 (1082-1101年

か,注43)参照) も,その時から清化府の呼

称が与えられたとすれば,同様の事例 と考え

られる｡以上からは,府の統治者も州の各種

75)r通典｣32 職官14 州牧刺史の項参照｡

76)MinhTranh l1954:83],DaoDuyAnl1[1955:
104;1964:92],T血 Qu6cVtfや'ng-HaV血T血
[1960:2641などは,季代の帝の統治者を治
府 ･判府とする｡r歴朝憲章類誌J 13 官職志

1 歴代分設之鯛に拠った艶と思われるが,実
際の史料には,注54)に引いた r保寧崇福寺

碑｣の ｢知洞竜府｣という信用し難い称号以
外に,筆者は知府の名の現れる史料を知らな
い｡
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統治者と同様の機能 ･性格を持っていたと見

られるわけである｡

が,府においてはそれらとやや性格を異に

したとおぼしき統治者も現れる｡｢守宮良府｣

(Al125,1149),｢判清化府事｣ (Al127),

｢守清化府｣(All29,1130,1135,1137)な

どの称号を帯びた人物たちである｡守宮良府

の中書李献 (1125年), 中書火 院権 (1149

午),判清化府事 の御庫書家花信 (1127-

1129年),守清化府の内常侍杜元善 (1129

午),御庫書家梁改 (1130年),御庫書家楊掌

(1135-1137年) などいずれも,地方首長や

大貴族であった様子はない｡

彼 らの前職 または兼職の官名である ｢中

書｣ ｢中書火｣ ｢御庫書家｣ ｢内常侍｣などの

職掌 ･沿革は明らかでない｡が,史料に頻出

す る ｢火 ｣ ｢火頭｣ は,宮 中の近侍官や下

吏 ･役丁などの組織 とその長とを指す語と想

像され,77)中書火もそうした近侍官組織では

なかったかと思われる｡中国での設置当初の

中書の性格78)と同様,皇帝への私的従属度

が強 くいまだ公的 ･国家的性格に転化 しきっ

ていない官僚組織だったのではないか｡

書家は聖宗代から史料に現れ,79)皇帝に近

侍 してその儒教的教養をもって帝権強化や皇

子の教育に貢献 したことが,Wolters[1976:
217,219]によって強調されている｡御庫は

太宗通瑞 5年 (1038)11月に初めて建てられ

(r全書J 2),名称から見て帝室財産を収め

77)r全書J 2 太祖順天16年 (1025)秋 8月 ｢又

走諸色各管甲｡又改火東為正首,惟唱児乃号
管甲｣,同3 仁宗広祐 4年 (1088)｢置十火
書家｣,同4 昭皇天彰有道2年 (1225)各lo
月 ｢詔選内外官員子弟充内色役｡六火侍宮外,
砥候 ･内人侍内,日夜番上侍従｣などの記事
からそのことが窺われる｡

78)漠代の中書は皇帝の秘書官として官官が充て
られ,帝室財政を司る少府に属した (r通典J
21 職官3 中書令)0

79)注55)に引いた ｢改書家十人為按獄吏｣(竜彰
天嗣2年 (1067))が初出である｡
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たものと見られるから,80)御庫書家は帝室財

産の管理に関係 した近侍官の職であったに違

いない｡また内常侍の職掌も不明だが,名称

から見て近侍官に違いなく,惰唐の制では宮

中事務を司る宵宮の職であった｡81)

以上から,12世紀前半の富良府 ･清化府で

は,皇帝への私的従属度の強い ｢家産官僚｣

による統治がある程度恒常的に行われたので

はないかと推測される｡ これは従来の在地首

長や王侯貴族を通じての統治とは性格を異に

する｡もとよりこの ｢家産官僚制｣統治はよ

り高い次元で公的 ･国家的官僚組織の性格を

獲得 していたとは考えにくい｡しかしこうし

た ｢私的帝権拡大｣とでも言うべき方法によ

って,李朝の支配基盤が当初の昇竜京,天徳

府と西氾荘原のみという状態から,デルタ外

へ大きく拡大していたであろうことは決して

軽視できない｡82)李末の清化府兵の活躍83)

に見られるように,こうしたデルタ外経営の

成果が李朝の長期安定の重要な要因となった

と考えてよかろう｡

80)｢太后発内府銭｣ (r全書｣3 仁宗竜符 3年

(1103)香) とある内府,｢略官府金銀財物｣

｢虜御府財物｣(ともに r越史略J3 恵宗建嘉

4年 (1214))の官府,御府なども,御庫と同

じ意味で用いられた語であろう｡

81)r通典｣27 職官9 内侍省｡

82)清化関係の金石文 (注28),55)参照)を見るili5J
と,安獲山報恩寺碑記の撰者朱文常が ｢管倶

御府｣,崇厳延聖寺碑銘の字を書いた周元時が

｢兼管御府財貨｣,仰山霊称寺碑の字を書いた

李允が ｢管勾御府財貨｣などの官名を持って

いる｡これまた清化が帝室財産として重要な

位置を占めていたことの傍証と言えよう｡

83)｢詔上制李棄領清化府又安州五千余人如占城｣

(r全書｣4 英宗大定13年 (1152)),｢詔評以

蒙発清化府兵撃古宏甲｣(r越史略J 3 高宗天

資嘉瑞 7年 (1192)是夏),｢(討大黄)依命吏

部尚書徐英珂率清化府兵以討之｣(同天資宝祐

2年 (1203)),｢以蒙領茄人及清化人攻即墨

郷｣(同治平竜応 6年 (1210))などの記事が

ある｡

このデルタ外支配拠点での官僚制支配は,

後世に重大な影響を及ぼしたと思われる｡上

記の杜英武による富良府での ｢定戸籍数日｣

(A1147)の実績のほどは不明だが,清化府

につ いて は r全 書』 5 陳太宗建 中 4年

(1228)秋 8月条の

閲定清化府帳籍｡故事毎年春首,社官 (今

社長)開報人口,謂之単数,並依帳籍為

定｡具出宗室,文官文階,武官武階,従官

軍人雑流,黄男種老,不具附籍漂散之類｡

有官職者,子孫承蔭,方待人仕,富壮而無

爵者充軍,世為兵｡

という有名な記事が思い出される｡ この記事

はしばしば,李代から国家が全国で社の直接

支配を行なっていたという説の証拠 とされ

る｡84)が,上の富良府での戸籍作成の記事と

あわせ考えれば,これはむしろ,重臣の臨時

派遣に加えて皇帝の家産官僚による統治が恒

常的に行われるようになってはじめて,富良

府や清化府のみで全国に先行 して,上からの

戸籍作成- 在地基礎単位の社への再編など

の恒常的な官僚制統治が実現され得たものと

解すべきではなかろうか｡85)

84)例 え ば MhIITranh l1954:84],I.aThanll
Kh6il1955:146-147】,DaoDuyAnh[1955:
112]など｡

85)李代にも田土 (公田 ･私田)や人丁 (黄男 ･

大黄男など)の分類把握,それらに基づ く田

租徴収や軍隊編成などが行われていたことを

説 く概説書は数多いが,それらがどの範囲で,
どの程度の実効を伴って行われていたかは全

く証明されておらず,片倉 ･吉沢 [1977:77]
はこの帳簿作成の記事を清化だけのことと見

ている.現在のヴェ トナムでもL合KimNgan

[1981】らの,国家の土地 ･人丁把握は名儀上

のみで,地租搾取 も貢納制の域を出なかった

という説が優勢である｡例えば全国的戸籍編

成は記録上では陳太宗天応政平12年 (1243)
正 月が 最 初 で あ る [桃 木 1982:118注

(100)]｡また陳初にも清化が陳氏の私領とし

て重視されたことは [同上:101-102】参照｡
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結 語

本稿の主な内容 ･論点は以下の通 りであ

る｡ Ⅰでは李代ヴェトナムの地方行政単位に

関する主要史料を網羅 ･整理 し,各単位の機

能,相互関係,設置範囲などに関する主な学

説を要約 した｡Ⅱでは,路府州県など上級行

政単位の呼称の史料-の現れ方の様々な不統

一に関する仮説を提出した.当時の地名表記

は上級単位一基礎単位の二層構造が一般的だ

った｡基礎単位は行政的に再編されていない

在地勢力単位で,上級単位の実態は基礎単位

の重要なものに与えられる名誉称号の類に過

ぎず,その周辺への支配は非官僚制的,慣習

的なものであった｡そこに壮大な中国式呼称

体系が持ち込まれたことが,呼称の有名無実

化や不統一の生 じた主な原因と思われる｡Ⅲ

では州 ･府の統治者について調べたが,一般

にその任命は地方首長の本領按堵か王侯 ･重

臣の臨時派遣であった｡それらの間に民族

的 ･統治機能的に明瞭な差異は見出されず,

非官僚制的な統治を行う点では同質のものだ

ったと考えられる｡

以上の推測 ･臆測が根本的に誤っていなけ

れば,李代ヴェトナムの地方支配構造として

思い浮かべ られるのは,(基礎単位内部でこ

そ共同体的土地所有に関する公的 ･官僚制的

機構が存在 し得るが)基礎単位と上級権力と

の関係が ｢封建的｣であり,首都はそうした

支配を一点で象徴 ･代表する権力中心であっ

たという,ムアン社会を基礎 とするタイ系諸

国家86)と同様の構造である｡

86)シプソンパンナ-やラオスのムアン社会 ･国

家については田辺 [1973],吉川 [1977],アユ

タヤ朝地方統治体制については石井 [1968],

田辺 [1972(A);1972(B)]など参照｡ また桜井

[1987:41-94],石井 ･桜井 [1985:196-197]

などは,東南アジアムアン社会に共通する,領

主直営田,職禄田,農民保有田の三種を持つ
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しかし季代のヴェトナムでは,その構造に

重要な変動が見られる｡Ⅰで見たように,李

末の紅河デルタには後世の路 ･府 ･省などの

レベルに相当する上級結合体が下から形成さ

れる｡ デルタ開拓における ｢工学的適応｣の

開始などにより,基礎単位の持っていた官僚

制的 ･領域的性格が上方に拡延されはじめた

ものではなかろうか｡他方Ⅲで見たように,

12世紀の紅河デルタ外,特に清化では,私的

帝権拡大とでも言うべき形で上から家産官僚

制統治が導入され,全国にさきがけで在地基

礎単位の社への再編,戸口 ･田土の直接把握

などが実現されはじめたと思われる｡こうし

た上と下からの動きこそ,陳代に本格化 し15

世紀李朝下で完成 した,官僚制的地方行政体

系形成過程の萌芽であったと筆者は考える｡

本稿作成に当たっては,史料収集 ･内容検

討の両面で八尾隆生 ･LeV血Lan両氏の多

大な御援助をいただいた｡ここに記 して謝意

を表 したい｡
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